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事 務 連 絡 

令和３年６月２４日 

介護予防支援事業所 

居宅介護支援事業所 

（看護）小規模多機能型居宅介護事業所 

管理者様 

宇 治 市 健 康 長 寿 部 

介護保険課長 富治林 順哉 

 

令和３年７月からの軽度者の福祉用具貸与確認申出の取扱いの変更について（通知） 

 

 平素は、本市の介護保険事業にご協力いただきありがとうございます。 

さて、標記の件につきまして令和３年７月１日より取扱いを下記のとおり開始いたしますのでお知ら

せします。 なお、近日中に、同一内容を宇治市ホームページへ掲載する予定です。 

 

記 

取扱い変更点 

① 事前相談方法を複数設定し、申出日の対応を柔軟に行います。 

当該申請を貸与開始日（居宅サービス計画上の算定に係る始期）と同一であるという取扱いの原則

から、来庁が難しい場合について、ＦＡＸ・メールでの事前相談・受付を行うこととします。＜所

属事業所・ケアマネ氏名・福祉用具の種目・サービス担当者会議の日程・貸与開始日・申出理由＞

の６点をご連絡ください。 

※ＦＡＸ・メールでの連絡の際は、個人情報漏洩防止の観点から被保険者番号・被保険者氏名につ

いては絶対に記載しないでください。追って確認の電話をします。 

② 申出書提出者名の押印の省略 

③ 要介護認定申請中の申出に係る要件の緩和 

要介護認定申請中の利用者に係る申出において、下記の要件を満たしている場合については、認定

結果の如何にかかわらず、その利用に対して一事業所からの申出で足るものとします。 

  必要な要件：適切なケアマネジメントを実施し、要支援・要介護いずれかの結果であっても対応で

きるよう、居宅介護支援事業所と包括支援センターとの連携が行われた記録が第４表

等に記載されていること。 

④ 軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付の終了申出の受付 

適切なケアマネジメントに基づき、状態改善がなされ軽度者例外給付の必要性が終了したと判断さ

れた場合に終了の申出を受付け、貸与終了日の記載された確認書を発行します。 

 

掲載場所 

宇治市ホームページ（https://www.city.uji.kyoto.jp/） 

「出来事からさがす」内→「高齢・介護」→「「介護保険」はこちら」→「介護サービス事業者のみな

さまへ」→「新着情報」→「令和３年７月からの軽度者の福祉用具貸与確認申出の変更について」 

宇治市介護保険課 給付係 

 担当：小林・石川・熊野 

 TEL 0774－22－3141（内線 2342） 

FAX 0774－21－0406 

 MAIL kaigohokenka@city.uji.kyoto.jp 
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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認申出書

宇治市長あて
申出日　令和　　年　　月　　日

□委託

☎ ☎
□提出者 □提出者

※申出理由（該当箇所にチェックしてください）

　＜開始の申出＞　　□初回申出　　□種目の追加・変更　　□特定の状態像の変化

　＜終了の申出＞　　□状態の改善　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

被保険者番号 ０００

要介護

１ ・ ２ ・ ３

 □ 特殊寝台及び特殊寝台付属品  □ 床ずれ防止用具・体位変換器

 □ 認知症老人徘徊感知機器  □ 移動用リフト

 □ 自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く）

　　令和　　　年　　　月　　　日　より・まで（いずれかを選択）

上記の軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の必要性についての確認を申し出ます。

＜添付書類＞

１．医師の医学的な所見等（医師名及び医療機関名を記載した下記の書類のいずれか１つ）

□　宇治市の推奨する所見書又はそれに準ずる書面

□　医師の所見・必要とされる福祉用具の種類・署名等が記載された書面（主治医意見書等）

□　医師の診断書

□　後日提出　　※（　　年　　月　　日提出済）

２．サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントの結果（次のいずれか1つ）

 □　居宅サービス計画第４表「サービス担当者会議の要点」の写し

 □　支援経過記録の写し

□　後日提出　　※（　　年　　月　　日提出済）

※市記入欄
受付者 受付経過記録

□ 事前申出：（ 無・有 →Ｒ　　年　　月　　日／窓・Ｆ・Ｍ）

□ 遅延確認書：（ 要・不要 ）※貸与開始日が受付日以前の場合必要

□ 申請中：取下げの場合の申出書の返送（ 要・不要 ）

□ Ｒ　　年　　月　　日／窓・Ｔ・Ｆ・Ｍ／

　 Ｒ　　年　　月　　日／窓・Ｔ・Ｆ・Ｍ／

　 Ｒ　　年　　月　　日／窓・Ｔ・Ｆ・Ｍ／

受付印

所属事業所

提出者氏名

地域包括支援センター

被保険者氏名

貸与開始日又は終了日

住所

福祉用具の
種目

対
　
象
　
者

要支援

１ ・ ２

※発行番号

R3.07259



軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認申出書

宇治市長あて
申出日　令和　３年　７月　１日

□委託

　　○○居宅介護支援事業所

☎ 0774-○○-○○○○ ☎ 0774-○○-○○○○

※申出理由（該当箇所にチェックしてください）

　＜開始の申出＞　　☑初回申出　　□種目の追加・変更　　□特定の状態像の変化

　＜終了の申出＞　　□状態の改善　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

被保険者番号 ０００ ※ １１１１１１１

要介護

１ ・ ２ ・ ３

 ☑ 特殊寝台及び特殊寝台付属品  □ 床ずれ防止用具・体位変換器

 □ 認知症老人徘徊感知機器  □ 移動用リフト

 □ 自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く）

　　令和　　３年　　７月　　１日　より・まで（いずれかを選択）

上記の軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の必要性についての確認を申し出ます。

＜添付書類＞

１．医師の医学的な所見等（医師名及び医療機関名を記載した下記の書類のいずれか１つ）

□　宇治市の推奨する所見書又はそれに準ずる書面

□　医師の所見・必要とされる福祉用具の種類・署名等が記載された書面（主治医意見書等）

□　医師の診断書

☑　後日提出　　※（　　年　　月　　日提出済）

２．サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントの結果（次のいずれか1つ）

 □　居宅サービス計画第４表「サービス担当者会議の要点」の写し

 □　支援経過記録の写し

☑　後日提出　　※（　　年　　月　　日提出済）

※市記入欄
受付者 受付経過記録

□ 事前申出：（ 無・有 →Ｒ　　年　　月　　日／窓・Ｆ・Ｍ）

□ 遅延確認書：（ 要・不要 ）※貸与開始日が受付日以前の場合必要

□ 申請中：取下げの場合の申出書の返送（ 要・不要 ）

□ Ｒ　　年　　月　　日／窓・Ｔ・Ｆ・Ｍ／

　 Ｒ　　年　　月　　日／窓・Ｔ・Ｆ・Ｍ／

　 Ｒ　　年　　月　　日／窓・Ｔ・Ｆ・Ｍ／

※ 琵琶　花子

受付印

所属事業所
○○○○　　地域包括支援センター

提出者氏名

対
　
象
　
者

被保険者氏名

住所 　※　宇治市宇治琵琶３３番の１
要支援

１ ・ ２

福祉用具の
種目

貸与開始日又は終了日

☑提出者 □提出者

※発行番号

宇治 ちはや 山田 太郎

申請中で双方より申出の場合は、

提出される方にチェックを入れる

※FAX・メールでの事前申出の時は、被保険

者番号・被保険者氏名・住所は記載しない

＜記入例＞

R3.07260

Administrator
スタンプ



第2表 居宅サービス計画書（２）

作成年月日　令和3年　6月　 20日

利用者名 A 様

目標 援助内容

生活全般の解決

すべき課題（ニーズ）
長期目標 (期間） 短期目標 (期間） サービス内容 ※１ サービス種別 ※２ 頻度 期間

できる ステーション

中略
腰の痛さが少しでも楽な動き
が出来るようになって、家の中
くらい一人で動きたい。

2.ダイニングテーブルま
で一人であるいていく

R3.7/1～
　
R3.12/31

2.①自分でベッドのリモコ
ン操作等を活用して、
ベッドに腰掛けられる

R3.7/1～
　R3.8/31

特殊寝台とPバーの貸与 〇 福祉用具貸与 ○○福祉用具貸与事業
所

毎日 R3.7/1～
　R3.8/31

訪リハからアドバイスを受
けた、臥床⇔ベッド端座
位の動作に係る自主練
習

セルフケア ご本人 毎日 R3.7/1～
　R3.8/31

臥床⇔ベッド端端座位、
立位のために、浅く座る
⇔手すりを持った前かが
み動作の訓練と評価

自主練内容の提案

〇 訪問リハビリテーション △△△△訪問リハビリス
テーション

週２回／週
（40分×２）

R3.7/1～
　R3.8/31

※今後の目標にる段階
の目安
　
　2②ベッド端座位⇔
　　　立位の動作が一
　　　人でできる
　　　　⇓
　2③ベッド端座位⇔
　　　立位からの方向
　　　転換が一人で転
　　　倒なくできる
　　　　⇓
　2④居室⇔ダイニン
　　　グへの移動が転
　　　倒なく一人ででき
　　　る
　　　　　⇓
　2⑤ダイニング扉の
　　　開閉を失敗・転
　　　倒なくできる
　　　　　⇓

ケアマネジャーの作成する

居宅サービス計画書（２）

におけるこの日付と、

軽度者に対する例外給付の

確認申出書の貸与開始日の

日付を統一できるよう、

お申し出ください。

※１「保険給付対象か否かの区分」について、保険給付対象内サービスについては○印を付す。
※２「当該サービス提供を行う事業所」について記入する。 261



＜可能となった対応＞

・事前申出方法

・要介護認定申請中の申出に係る要件の緩和

・終了申出により発行される確認書

　＜現　行＞要支援・要介護どちらの認定が出るかわからない場合、包括支援センター・居宅支援
　　　　　　　　事業所それぞれ申出書を提出

　＜変更後＞一事業所からの提出が可能（適切なケアマネジメントを実施し、要支援・要介護いず
　　　　　　　　れの結果となっても対応可能となるよう、包括支援センター・居宅介護支援事業所の
　　　　　　　　連携が行われた記録が第４表等に記載されていること）

宇治市の閉庁 急な調整・その他

ＦＡＸ・メールでの事前申出

＜申出日・事業所名・提出者氏

名・申出理由・要介護度・福祉用

具の種目・貸与開始日＞

※対象者の個人情報は記載しない

窓口での事前申出

〒611-8501

　　宇治　ちはや　様

宇治市長　松村　淳子　　　

確認しましたので、お知らせします。

【確認事項】

発行番号

被保険者番号

被保険者氏名

要介護状態区分

貸与期間 令和3年6月1日 ～ 令和3年8月31日

終了理由

問合せ先

宇治市役所 介護保険課 給付係

担当：小林・石川

電話：0774-22-3141（代表）

1234567

令和3年7月1日

宇治市宇治琵琶33番地

　宇治居宅介護支援事業所

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認書

　軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の申出について、下記のとおりであることを

1

状態改善により適用の範囲外

琵琶　花子

要介護1

福祉用具の種目
特殊寝台及び特殊寝台付属品

R3.07262


